
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
年
政
令
第
二
百
九
号

農
業
機
械
化
促
進
法
施
行
令

内
閣
は
、
農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
農
業
機
械
化
適
応
農
業
資
材
）

第
一
条
　
農
業
機
械
化
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
農
業
資
材
は
、
肥
料
（
化
学
肥
料
を
除
く
。
）
、
農
薬
、
種
苗
及
び
飼
料
と
す
る
。

（
高
性
能
農
業
機
械
等
の
試
験
研
究
、
実
用
化
の
促
進
及
び
導
入
に
関
す
る
基
本
方
針
）

第
二
条
　
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
基
本
方
針
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
そ
の
後
の
五
年
間
に
つ
き
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
農
業
経
営
の
動
向
に
即
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
高
性
能
農
業
機
械
の
種
類
）

第
三
条
　
法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
農
業
機
械
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
車
輪
式
の
乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
で
あ
つ
て
、
そ
の
原
動
機
の
連
続
定
格
出
力
が
二
十
五
馬
力
以
上
の
も
の

二
　
乗
用
型
田
植
機

三
　
水
田
用
の
乗
用
型
多
目
的
作
業
機

四
　
ト
ラ
ク
タ
ー
搭
載
式
若
し
く
は
ト
ラ
ク
タ
ー
け
ん
引
式
の
防
除
用
動
力
散
布
機
又
は
乗
用
型
防
除
用
動
力
散
布
機
の
う
ち
、
そ
の
常
用
回
転
速
度
及
び
常
用
圧
力
に
お
け
る
薬
液
吐
出
し
量
が
毎
分
三
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
動
力

噴
霧
機
並
び
に
そ
の
常
用
回
転
速
度
、
常
用
風
速
及
び
常
用
風
量
に
お
け
る
薬
液
吐
出
し
量
が
毎
分
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
ヤ
ー

五
　
コ
ン
バ
イ
ン
で
あ
つ
て
、
そ
の
刃
幅
が
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

六
　
畑
作
物
用
の
収
穫
機
（
コ
ン
バ
イ
ン
及
び
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
フ
オ
ー
レ
ー
ジ
・
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
で
牧
草
刈
取
り
時
の
刃
幅
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
、
ポ
テ
ト
・
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
、
ビ
ー
ト
・
ハ
ー
ベ

ス
タ
ー
、
ビ
ー
ン
・
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
及
び
ケ
ー
ン
・
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー

七
　
い
も
類
用
の
乗
用
型
収
穫
機

八
　
野
菜
接
ぎ
木
ロ
ボ
ッ
ト

九
　
野
菜
用
の
乗
用
型
全
自
動
移
植
機

十
　
野
菜
用
の
乗
用
型
多
目
的
作
業
機

十
一
　
キ
ャ
ベ
ツ
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
二
　
だ
い
こ
ん
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
三
　
に
ん
じ
ん
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
四
　
ね
ぎ
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
五
　
は
く
さ
い
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
六
　
ほ
う
れ
ん
そ
う
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）

十
七
　
飼
料
作
物
用
の
収
穫
機
（
自
走
式
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
稲
、
と
う
も
ろ
こ
し
及
び
牧
草
を
収
穫
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
本
邦
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
し
な
い
者
の
事
業
場
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
四
条
　
法
第
十
一
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同
条
第
四
項
の
検
査
の
た
め
職
員
が
当
該
検
査
に
係
る
事
業
場
、
店
舗
又
は
倉
庫
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
費
用
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
旅
費
の
額
は
、
そ
の
出
張
を
す
る
職
員
を
二
人
と
し
、
こ
れ
ら
の
職
員
が
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）

に
よ
る
職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
し
、
旅
行
雑
費
の
額
そ
の
他
そ
の
旅
費
の
額
の
計

算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
準
用
）

第
五
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
農

林
水
産
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
二
六
日
政
令
第
三
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
二
二
日
政
令
第
一
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第
三
一
七
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
六
日
政
令
第
三
七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
二
八
日
政
令
第
二
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
農
業
機
械
化
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
〇
日
政
令
第
二
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
五
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
二
八
日
政
令
第
三
〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
一
日
政
令
第
二
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
二
八
日
政
令
第
二
一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
八
日
政
令
第
二
六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
政
令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
二
日
政
令
第
一
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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